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第8章 　　料金体系の経済理論
電話・電力等の公益事業料金体系は経済学的に見て適当なものか

第1節 価格差別化の独占禁止政策と公益事業政策

・価格差別化の独占禁止政策

価格差別化規制のための経済法(アメリカ)

クレイトン法第２条(1914)、ロビンソン・パットマン法(1936年)、

連邦取引委員会法第５条(1914)等

→厳格な法律上の規定

その実際…低い実効性→中小企業保護のため

・価格差別化の公益事業政策
　独占禁止政策とは別に全国均一料金制を基本とする公共料金規制

米国通信法第202条(1934)、パシフィック・テレホン裁定(1941)

超890メガサイクル裁定(1959)以降、専用線・長距離部門の競争始まる

→同一サービス・同一料金の原則は崩れる

第2節 価格差別化の経済学

2．1 価格差別化(Price Discrimination)とは何か

☆供給要因(限界費用の格差等)→「価格差異化(Price Differentiation)」

→経済政策的に妥当な差別的対価と見なされる

★需要要因(支払意志額、需要の価格弾力性、購入数量等)

　　　　　　　　　　　　　→「狭義の価格差別化」

　→経済政策的に不当な差別的対価と見なされる

2．2 (狭義の)価格差別化の類型化

定義…二つあるいはそれ以上の財が限界費用とは異なった比率の価格で販売されること

ピグーの３分類

1 第１級(1st Degree)価格差別化＝完全価格差別化

各消費者の支払意志額と一致するように、個別に相対価格を設定するような料金体系、パレート最適

Max消費者ごと個別の企業利潤　s.t.個別消費者の余剰≧０

図４、BOX１参照
2 第２級(2nd Degree)価格差別化＝非線形料金・自己選抜料金

価格が購入数量に応じて異なる料金体系、数量割引や二部料金、抱き合わせ

Max企業利潤　s.t.各消費者の誘引両立条件、各消費者の参加条件

図５、BOX２参照

3 第３級(3rd Degree)価格差別化＝逆弾力性ルール

消費者を外生的に観測可能な属性に応じて複数の市場に分類し、市場ごとに異なる料金を設定、学生割引や時間帯割引

Max市場ごとの企業利潤

図６、BOX３参照

2．3 価格差別化の社会厚生

企業、Hタイプ(高所得・都市部)消費者、Lタイプ(低所得・過疎部)消費者

という３主体それぞれで考察した、３つの価格差別化と価格差別化をしない均一価格の均衡余剰の選好順序

企業利潤(X)：第１級PD＞第２級PD＞第３級PD＞均一価格

Hタイプ消費者余剰(Y)：均一価格＞第３級＞第２級＞第１級

Lタイプ消費者余剰(Z)：第３級＞均一価格＞第１級＝第２級

→社会全体の効率性の問題と同時に、３主体間の利害対立を伴う分配の問題

→各価格設定方式をウェイト付き社会厚生関数で順序付ける

　　　F：αX＋βY＋Z　(企業ウェイトα、H消費者ウェイトβ∈[0,1])

表１参照
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第3節 日本の電気通信産業の選択的通話料金

3．1 テレジョーズの登場

1992年NTTの「テレジョーズ」以降、「テレチョイス」「テレワイズ」

「エリアプラス」「タイムプラス」「テレホーダイ」等の選択的通話料金サービス、新電電各社も同様のサービス提供し競争

3．2 インターネット時代の料金体系

インターネット利用料金(通信料金＋接続料金)の国際比較

→東京…国際的にみて高い

　　　　通信料金、接続料金ともにかなり割高、両料金の従量部分の負担大

市内通話料金体系…①定額制②従量制

アメリカ→①(技術的には低いが、インターネット利用には有利)

日本・欧州諸国→②

　日本ではインターネット用定額料金制が導入され始めた

ネット利用体系論における基本原理

1 不当な差別的料金の禁止(間接的差別化なら可)

2 競争的環境の要件(競争下での価格差別化なら是)

第4節 日本の電力産業の価格差別化

日本の電気料金…季節別・曜日別・時間帯別の需給調整契約制度

· 使用電圧の低い一般家庭向けの「電灯」、割高

· 使用電圧の高い事務・産業向けの「電力」、割安

料金格差の理由…費用要因に基づく価格差異化のため

　　　　　　　　需要要因に基づく価格差別化のため

74年以降、従量電灯料金における三段階の逓増型料金制度

逓増型の「ブロック料金」…自己選抜型、第2級価格差別化の逓減型料金と矛盾

最後に

· 良い価格差別化と悪い価格差別化

費用格差と自己選抜→妥当な価格差別の要件

一つの市場に複数の事業者が存在し競争があること

社会政策的考慮→分配上の公正を考慮した｢福祉型料金｣など

→「ユニバーサル・サービス」の観点へ
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